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１．都市の競争力・魅力の向上
① 都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の延長（法人税・不動産取得税等）
② 都市鉄道利便増進事業に係る固定資産税等の特例措置の延長

２．産業・交通インフラの機能強化
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Ⅰ．地方創生と次世代につなげる豊かな暮らしの実現

１．住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保
① 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長・拡充
② 住宅ローン減税、すまい給付金等の適用時期の延伸（消費税率引上げ時期の変更に伴う対応）
③ 買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の創設（不動産取得税）
④ 空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置
⑤ サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長（不動産取得税・固定資産税）
⑥ 住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置の延長

２．魅力ある観光地域づくり・地域交通ネットワークの構築
① 地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税店の拡大（商店街・クルーズ埠頭等）
② 新線建設を行った新幹線鉄道及び青函トンネルの鉄道施設に係る固定資産税の特例措置の拡充
③ 鉄道の安全性向上設備に係る固定資産税の特例措置の延長
④ 低床型路面電車（LRT車両）に係る固定資産税の特例措置の延長
⑤ バリアフリー車両に係る特例措置の延長（自動車重量税・自動車取得税）

３．半島地域・離島地域・奄美群島の振興
半島、離島及び奄美群島における工業用機械等に係る割増償却制度の延長

Ⅱ．成長戦略の推進・日本経済の再生

① 国際コンテナ戦略港湾等及び国際バルク戦略港湾に係る固定資産税等の特例措置の延長
② 船舶に係る特別償却制度及び国際船舶に係る固定資産税の特例措置の延長
③ 物流効率化施設に係る特例措置の延長（法人税・固定資産税等）
④ 公社管理有料道路における公共施設等運営権方式に係る特例措置の創設（登録免許税・固定資産税等）
⑤ 大深度地下法の認可事業に係る区分地上権等設定対価の所得区分の判定方法の見直し（所得税等）

３．不動産市場の活性化等
① 特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例措置の延長（法人税等）
② 土地に係る固定資産税の負担調整措置等の延長（固定資産税・都市計画税）
③ 土地等に係る流通税の特例措置の延長（登録免許税・不動産取得税）
④ Ｊリート、特例事業者等が取得する不動産に係る特例措置の延長・拡充（登録免許税・不動産取得税）
⑤ 投資法人（Ｊリート)における「税会不一致」問題の解消（法人税等）

１．自動車の車体課税の見直し
① 自動車取得税・自動車重量税のエコカー減税の見直し・延長、軽自動車税のグリーン化特例（軽課）の導

入等（自動車重量税・自動車取得税等）
② 先進安全自動車（ＡＳＶ）に係る特例措置の延長・拡充（自動車重量税・自動車取得税）

２．災害に強い国土・地域づくり
① 港湾の耐震対策の推進のための固定資産税の特例措置の創設
② 鉄道の耐震対策に係る固定資産税の特例措置の延長
③ 浸水防止用設備に係る固定資産税の特例措置の拡充

３．地球温暖化対策の推進等
① 鉄道、船舶、建設機械等の動力用軽油に係る軽油引取税の課税免除の特例措置の延長
② 低炭素化等に資する旅客用新規鉄道車両に係る固定資産税の特例措置の延長

Ⅲ．クリーンで安全・安心な社会の実現
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Ⅰ．地方創生と次世代につなげる豊かな暮らしの実現 

１．住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保 

①住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置（東日本大震災の被災者に係る非課税措置を

含む）を平成 31 年６月 30 日まで延長するとともに、非課税枠を最大 3,000 万円まで拡充。

60 歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税制度の適用対象とする特例を平成 31
年６月 30 日まで延長 

②平成 27 年 10 月に予定されていた消費税率 10％への引上げが１年半延期されたことに伴い、

住宅ローン減税、すまい給付金等について、その適用時期を平成 31 年６月 30 日まで１年半

延伸 
③買取再販事業者が中古住宅を買取りし、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行

った後、住宅を再販売する場合に、買取再販事業者に課される不動産取得税を軽減する特

例措置の創設（2 年間） 
④空家の除却・適正管理を促進するため、 「空家等対策の推進に関する特別措置法」（平成

26 年法律第 127 号）の規定に基づく勧告を受けた特定空家等に係る敷地について、固定資

産税等の特例措置（人の居住の用に供する家屋の敷地に適用される住宅用地特例）の対象

から除外 
⑤サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長 

・ 不動産取得税：2 年間延長（課税標準から 1,200 万円控除等（床面積 30 ㎡以上）） 
・ 固 定 資 産 税：2 年間延長（新築後 5 年間、市町村が条例で定める割合（2／3 を参酌）を

減額） 
⑥住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の特例措置（保存登記：本則 0.4%→

0.15%、移転登記：本則 2%→0.3% 等）の 2 年間延長 
 

２．魅力ある観光地域づくり・地域交通ネットワークの構築 

①地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税店の拡大（商店街・クルーズ埠頭等） 

・ 免税手続の第三者への委託を可能とし、商店街・物産センター等において、免税手続の一

括カウンターの設置を実現（平成 27 年 4 月 1 日より制度開始）。 併せて、一括カウンター

では、店舗を超えて購入金額の合算を認める（ただし、一般物品と消耗品は区別）。  
・ 外航クルーズ船の寄港時に埠頭に臨時出店する仮設店舗の免税許可申請を簡素化 

②新線建設を行った新幹線鉄道及び青函トンネルの鉄道施設に係る固定資産税の特例措置

の拡充 

・ 新幹線の新線建設により取得した鉄道施設に係る固定資産税の特例措置（5 年間 1／6、

その後 5 年間 1／3 に軽減）の対象に、北海道新幹線を追加 
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・ 青函トンネルの鉄道施設に係る固定資産税の特例措置（1／6 に軽減）の対象に、北海道

新幹線（青函トンネル）に係る鉄道施設を追加 

③鉄道の安全性向上設備に係る固定資産税の特例措置（5 年間 1／3 に軽減）の 2 年間延長 

④低床型路面電車（LRT 車両）に係る固定資産税の特例措置（5 年間 1／3 に軽減）の 2 年間

延長 
⑤バリアフリー車両（ノンステップバス、リフト付きバス、ユニバーサルデザインタクシ

ー）に係る特例措置（自動車重量税：初回免税、自動車取得税：取得価額から車種毎に

一定額控除）について、自動車重量税の特例措置は 3年間、自動車取得税の特例措置は

2年間延長 

 

３．半島地域・離島地域・奄美群島の振興 

○半島、離島及び奄美群島における工業用機械等に係る割増償却制度（5 年間、機械等 32%、

建物等 48%）の 2 年間延長 

 

Ⅱ．成長戦略の推進・日本経済の再生 

１．都市の競争力・魅力の向上 

①都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域における特例措置の 2 年間延長 
 ・ 所得税・法人税：割増償却（都市 5 年間 30%、特定 5 年間 50%） 
・ 登 録 免 許 税：建物の保存登記（本則 0.4%→都市 0.35%、特定 0.2%） 
・ 不動産取得税：課税標準の特例（都市 1／5、特定 1／2（いずれも一定範囲内において

都道府県の条例で定める場合にはその割合）を課税標準から控除） 
・ 固定資産税等：課税標準の特例（課税標準を市町村の条例で定める割合（都市 3／5、

特定 1／2 を参酌）に軽減、いずれも 5 年間） 
②都市鉄道利便増進事業により取得した鉄道施設等に係る固定資産税等の特例措置（5 年間

2／3 に軽減等）の２年間延長 
 

２．産業・交通インフラの機能強化 

①国際コンテナ戦略港湾等及び国際バルク戦略港湾に係る固定資産税等の特例措置の延長 

・ 国際コンテナ戦略港湾等の港湾運営会社が取得した荷さばき施設等に係る固定資産税

等の特例措置（課税標準 10 年間 1／2 等）の 2 年間延長 
・ 国際バルク戦略港湾において、企業間連携の促進に資する事業を行う者が取得した荷さ

ばき施設等に係る固定資産税等の特例措置（課税標準 10 年間 2／3）の 2 年間延長 

②船舶に係る特別償却制度及び国際船舶に係る固定資産税の特例措置の延長 

・ 環境負荷低減に資する外航・内航船舶に係る法人税等の特別償却制度（18／100 等）に

ついて、要件を見直した上で、2 年間延長 
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・ 国際船舶に係る固定資産税の特例措置（課税標準 1／18）の 3 年間延長 
③我が国の立地競争力強化及び災害時の物流機能維持に資する物流効率化施設に係る法人

税等の割増償却制度（5 年間 10%）及び固定資産税等の特例措置（5 年間 1／2 等に軽減）

について、要件を見直した上で、2 年間延長 

④公社管理有料道路における公共施設等運営権方式に係る特例措置の創設 

  ・ 公共施設等運営権の設定登録に対する登録免許税（本則 0.1%→0.05%） 
  ・ 固定資産税等について引き続き非課税 

⑤大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第 16 条に基づく地下使用の認可を受けた事

業に係る区分地上権等設定対価について、所得区分の判定方法を見直し、譲渡所得の対象

範囲を拡大 

 

３．不動産市場の活性化等 

①長期保有（10 年超）の土地等を譲渡し、新たに事業用資産（土地、貨物鉄道車両等）を取得

した場合において、譲渡した事業用資産の譲渡益について圧縮記帳による課税の繰延べを

認める買換特例措置について要件を一部見直したうえで 2 年 3 ヶ月間延長（法人税等） 

②現行の土地に係る固定資産税の負担調整措置等の 3 年間延長 
  ・ 商業地等の固定資産税等について、現行の据置特例を維持した上で、課税標準額を評

価額の 60～70％の範囲で条例で定める値とした場合の税額を上限として、当該税額の超

過部分を減額することを可能とする措置等  
③土地等に係る流通税の特例措置の延長 
  ・ 土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置（本則 2%→1.5%等）の 2 年間 

延長 
  ・ 宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例措置（1／2）の 3 年間延長 
  ・ 土地・住宅に係る不動産取得税の軽減税率（本則 4%→3%）の 3 年間延長 
④Jリート、特例事業者等が取得する不動産に係る特例措置の2年間延長、物流施設及びその

敷地について適用対象を拡充 
１）J リート及び SPC が取得する不動産に係る特例措置 

  ・ 登 録 免 許 税：移転登記（本則 2%→1.3%） 
  ・ 不動産取得税：課税標準：3／5 控除 
２）特例事業者が不動産特定共同事業契約により取得する不動産に係る特例措置 

  ・ 登 録 免 許 税：移転登記（本則 2%→1.3%）、保存登記（本則 0.4%→0.3%） 
  ・ 不動産取得税：課税標準：1／2 控除 
⑤投資法人における税会不一致の解消を図るため、税務上損金算入可能な範囲を拡大し、一

時差異等調整引当額（仮称）を設定 
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Ⅲ．クリーンで安全・安心な社会の実現 

１．自動車の車体課税の見直し 

①自動車取得税・自動車重量税のエコカー減税の見直し・延長、軽自動車税のグリーン化特例

（軽課）の導入等を行う。 

・ 自動車取得税・自動車重量税については、排出ガス性能及び燃費性能に応じた特例措置

（いわゆる「自動車取得税・自動車重量税のエコカー減税」）について、対象自動車に係る

燃費性能に関する要件等の見直しを行った上、その適用期限を 2 年間延長するとともに、

自動車重量税の本則税率の適用となる対象自動車の範囲の拡大を行う。 

・ 軽自動車税については、平成 27 年度に新規取得した軽自動車（新車に限る。）に対して、

排出ガス性能及び燃費性能に応じた特例措置（いわゆる「軽自動車税のグリーン化特例

（軽課）」 ）を導入する。 

②先進安全自動車（ＡＳＶ）技術の装置を搭載した車両に係る特例措置（自動車重量税：

初回 50%軽減、自動車取得税：取得価額から 350 万円控除）について、対象要件の拡充

等（対象装置に車両安定性制御装置を、対象車両に車両総重量 3.5 トン超 8 トン以下のトラッ

ク及び5トン以下のバスを追加すること等）を行った上で、自動車重量税の特例措置は3年間、

自動車取得税の特例措置は 2 年間延長 
 

２．災害に強い国土・地域づくり 

①港湾の耐震対策の推進のために行う、民有護岸等の改良により取得した施設に係る固定資

産税の特例措置（課税標準 5 年間 2／3）の創設 

②首都直下地震・南海トラフ地震に備えた耐震対策により取得した鉄道施設に係る固定資産税

の特例措置（5 年間 2／3 に軽減）の 2 年間延長 
③浸水防止計画に基づき取得した浸水防止用設備に係る固定資産税の軽減措置（5 年間、課

税標準を市町村の条例で定める割合（2／3 を参酌）に軽減）について、適用対象となる浸水

想定区域を拡充 

 

３．地球温暖化対策の推進等 

①鉄道、船舶、建設機械等の動力用軽油に係る軽油引取税の課税免除の特例措置の延長 

・ 非電化区間等の鉄道、小型旅客船等及び海上保安庁の船舶並びに建設機械その他の機

械装置等の動力用の軽油に係る軽油引取税の課税免除の特例措置について 3 年間延長 

②低炭素化等に資する旅客用新規鉄道車両に係る固定資産税の特例措置（5 年間 2／3 等に

軽減）の 2 年間延長 
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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長・拡充（贈与税）

住宅取得環境が悪化する中、足下の住宅着工を下支えするとともに、消費税率10％引上げ後の反動減等に対応する観点から、住宅取
得等資金に係る贈与税の非課税措置等を延長 拡充し 住宅取得に係る負担の軽減及び住宅投資の喚起を図る得等資金に係る贈与税の非課税措置等を延長・拡充し、住宅取得に係る負担の軽減及び住宅投資の喚起を図る。

１．住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、適用期限を平成31年６月30日まで延長するとともに、以下のとおり拡充。
（１）非課税限度額を以下のとおり拡充。

結果の概要

（ ）非課税限度額を以下のとおり拡充。

契約年契約年
消費税率消費税率1010％が適用される方％が適用される方 左記以外の方（左記以外の方（※※１）１）

質の高い住宅質の高い住宅 左記以外の住宅（一般）左記以外の住宅（一般） 質の高い住宅質の高い住宅 左記以外の住宅（一般）左記以外の住宅（一般）

平成26年（現行） 1,000万円 500万円

平成27年 1,500万円 1,000万円

平成28年 １月～28年９月 1,200万円 700万円

平成28年10月～29年９月 3,000万円 2,500万円 1,200万円 700万円

平成29年10月～30年９月 1 500万円 1 000万円 1 000万円 500万円平成29年10月～30年９月 1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円

平成30年10月～31年６月 1,200万円 700万円 800万円 300万円

（※1）消費税率８％の適用を受けて住宅を取得した方のほか、個人間売買により中古住宅を取得した方。
（※2）東日本大震災の被災者に適用される非課税限度額は以下のとおり。

・平成28年10月～29年９月に契約を行い、かつ消費税率10％が適用される方：質の高い住宅；3,000万円、左記以外の住宅（一般）；2,500万円
・その他の期間に契約を行う方：質の高い住宅；1,500万円、左記以外の住宅（一般）；1,000万円
また、床面積の上限要件（240㎡）は引き続き課さない。

（※3）平成28年９月以前に「左記以外の方」欄の非課税限度額の適用を受けた方は、再度「消費税率10％が適用される方」欄の非課税限度額の適用を受けることが可能。

（２）「質の高い住宅」の範囲を以下のとおり拡充。（下線部が変更点）
（現行） （拡充後）（現行）

①省エネルギー性の高い住宅（省エネルギー対策等級４）
②耐震性の高い住宅（耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２以上又は免震建築物）

のいずれかの性能を満たす住宅

（拡充後）

①省エネルギー性の高い住宅（断熱等性能等級４又は一次エネルギー消費量等級４）
②耐震性の高い住宅（耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２以上又は免震建築物）
③バリアフリー性の高い住宅（高齢者等配慮対策等級３以上）
のいずれかの性能を満たす住宅

（３）本措置の適用対象となるリフォーム工事の範囲を拡充。
（現行の大規模増改築、耐震リフォーム等に加え、省エネ、バリアフリー、給排水管等のリフォームを追加）

２．親の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税制度を選択できる特例措置について、適用期限を平成31年６月30日まで延長。
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住宅ローン減税、すまい給付金等の適用時期の延伸
（消費税率引上げ時期の変更に伴う対応）

住宅ローン減税

平成27年10月に予定されていた消費税率10％への引上げが１年半延期されたことに伴い、住宅取得に係る消費税負担増を緩和するた
めの以下の措置について、その適用時期を平成29年末から１年半延伸し、平成31年６月末までとする。

・ 住宅ローンの金利負担を軽減するため、年末のローン残高の１％を所得税（一部、翌年の住民税※１ ）から10年間控除する制度。

・ 自らが居住する住宅の取得に際して引上げ後の消費税率が適用される方※2に対し、所得税額からの控除限度額等を拡充し、平成
31年６月の入居まで適用。

【消費税率５％の場合】 【消費税率８％又は10％の場合】

控除対象
借入限度額※3

控除率
控除
期間

所得税からの
控除限度額※4

住民税からの
控除上限額

2 000万円 200万円

控除対象
借入限度額※3

控除率
控除
期間

所得税からの
控除限度額※4

住民税からの
控除上限額

4 000万円 400万円

※３ （）内は長期優良住宅・低炭素住宅の場合

※１ 前年分の所得税から控除しきれない場合、翌年度の住民税から控除
※２ 個人間（媒介）の中古住宅売買には消費税は課税されないため、本拡充措置は適用対象外（すなわち、消費税率５％の場合の控除限度額等を適用）

下線部分が消費税引上げ後の変更点

2,000万円
（3,000万円）

1.0% 10年間
200万円

（300万円）
9.75万円／年

4,000万円
（5,000万円）

1.0% 10年間
400万円

（500万円）
13.65万円／年

・ 引上げ後の消費税率が適用される方のうち、比較的所得が低いため住宅ローン減税の拡充措置を講じても効果が限定的な方に対

すまい給付金
※ このほか、現金購入者向けの投資型減税や、リフォーム減税がある。

し、その所得に応じて最大30万円（消費税率８％の場合）を給付する制度。

・ 平成31年６月の入居まで適用。

収入額の目安※ 給付額
【消費税率８％の場合】

収入額の目安※ 給付額

【（参考）与党合意における消費税率１０％の場合の給付額】

＊ 「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」（平成25年10月１日閣議決定）（抄）
平成27年10月１日に消費税率が10％に引き上げられた場合の給付措置については、「住宅取得に係る給付

措置についての自由民主党・公明党の合意」（平成25年6月26日）を踏まえたものとする。

425万円以下 30万円

425万円超475万円以下 20万円

475万円超510万円以下 10万円

※ 実際の給付額は、市区町村が発行する課税証明書の住民税（都道府県）所得割額に基づき決定

収 額 目安 給付額

４５０万円以下 ５０万円

４５０万円超５２５万円以下 ４０万円

５２５万円超６００万円以下 ３０万円

６００万円超６７５万円以下 ２０万円

６７５万円超７７５万円以下 １０万円
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中古住宅流通・リフォーム市場の環境整備を進め、国民の住生活の向上を図るとともに、市場規模の拡大を通じた経済の活性化に資する
ため 買取再販事業者が中古住宅を買取りし 住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後 住宅を再販売する場合 買取再

買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の創設（不動産取得税）

ため、買取再販事業者が中古住宅を買取りし、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を再販売する場合、買取再
販事業者に課される不動産取得税の特例措置を創設する。

○ 買取再販事業者が中古住宅を買取りし 住宅性能の 定の向上を図るための改修工事を行 た後 住宅を再販売する場合

結果の概要

○ 買取再販事業者が中古住宅を買取りし、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を再販売する場合、
買取再販事業者に課される不動産取得税を軽減。

○ 具体的には、中古住宅の築年月日に応じて、課税標準から以下の額を控除。（適用期間：H27.4.1～ H29.3.31） ）

築年月日 控除額（万円）

売主 事業者 買主

リフォーム工事（一定の質の向上）※

不動産取得税 減税

築年月 控除額（ ）

平成９年４月１日～ 1,200

平成元年４月１日～平成９年３月３１日 1,000

昭和６０年７月１日～平成元年３月３１日 450

昭和５６年７月１日～昭和６０年６月３０日 420 不動産取得税 減税昭和５６年７月１日～昭和６０年６月３０日 420

昭和５１年１月１日～昭和５６年６月３０日 350

施策の背景

本 興戦略（ 成 年 閣議決定） 中古住宅流通 状 市場 状

※耐震、省エネ、バリアフリー、水回り等のリフォーム

中短期工程表「立地競争力の更なる強化」

1) 2)

全住宅流通量に占める中古住宅の流通シェアは約13.5%で
あり、欧米諸国と比べると低い水準

我が国の住宅投資に占めるリフォームの割合は
28％で、欧米諸国と比較して小さい

【中古住宅流通シェアの推移】
（万戸）

【住宅投資に占めるリフォームの割合の国際比較、12年】

73.8%80%

日本再興戦略（平成25年6月14日閣議決定） 中古住宅流通の現状 リフォーム市場の現状

中短期工程表「立地競争力の更なる強化」、
「国民の「健康寿命」の延伸」

・中古住宅流通・リフォーム市場の規模を倍増
【10兆円（2010年）→20兆円（2020年）】 28.3%

55.7% 53.0%

73.8%

30%
40%
50%
60%
70%
80%

1.住宅・土地統計調査（総務省） 、住宅着工統計（国土交通省）; 2.日本（2012年）：国民経済計算（内閣府）及び（財）住宅リフォム・紛争処理支援センターによる推計値、イギリス・フランス・ドイツ（2012年） ： ユーロコンストラクト資料

0%
10%
20%

日本 イギリス フランス ドイツ
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空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置（固定資産税等）

空家の全国的な増加が懸念される中、空家の除却・適正管理を促進し、市町村による空家対策を支援する観点から、空家の存
する敷地に係る固定資産税等について必要な措置を講ずるする敷地に係る固定資産税等について必要な措置を講ずる。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」（平成26年法律第127号）の規定に基づき、市町村長が特定空家等（注）の所有者等
対 周辺 生活環境 保全を図るため 必要な措置をとる とを勧告 た場合は 当該特定空家等 係る敷地

結果の概要

に対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、当該特定空家等に係る敷地について
固定資産税等の住宅用地特例（※）の対象から除外することとする。

【種類別の空家数の推移】
施策の背景

（注）周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある空家等

○ 空家の総数（Ｈ25年10月1日時点で820万戸）は増加し続けており、今後とも、人
口減少により全国的な空家の増加が懸念される状況。

○ 特に、管理が不十分になった空家は、火災の発生や建物の倒壊、衛生面や景
観面での悪化等多岐にわたる問題を発生させることから、空家対策の重要性が

【種類別の空家数の推移】

182

212 

268 
318 

8.6%
9.4% 9.8%

11.5%
12.2% 13.1% 13.5%

8 0%

10.0%

12.0%

14.0%

500

600 

700 

800 

900 
その他の住宅

賃貸用又は売却用の住宅

二次的住宅

空き家率

（万戸）

576

659
757 820

空家率

観面での悪化等多岐にわたる問題を発生させることから、空家対策の重要性が
高まっている。
（地方公共団体においても、空家の適正管理等に関する条例が401件（H26.10時点）施行されている。）

○ このような適切な管理が行われていない空家が放置されることへの対策として、
固定資産税等の特例措置（人の居住の用に供する家屋の敷地に適用される住宅
用地特例）を解除すべきと 指摘がある

22 30 37 42 50 41 41 

183 
234 

262 

352 
398 

448 460 

125 
131 

149 

182 

0 0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

0

100 

200 

300 

400 

500 

330
394

448

用地特例）を解除すべきとの指摘がある。

○ また、前臨時国会において「市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関
する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措
置を講ずるものとする」との規定を含む「空家等対策の推進に関する特別措置
法」が成立したところ

22 30 37 0.0%0 
1983年 1988年 1993年 1998年 2003年 2008年 2013年

（速報値）【出典】：住宅・土地統計調査（総務省）

（参考）空家の種類
・二次的住宅：別荘及びその他（たまに寝泊まりする人がいる住宅）
・賃貸用又は売却用の住宅：新築・中古を問わず，賃貸又は売却のために空家になっている住宅
・その他の住宅：上記の他に人が住んでいない住宅で，例えば，転勤・入院などのため居住世帯が長期
にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など

法」が成立したところ。

○ 以上を踏まえ、空家の除却・適正管理を促進し、市町村による空家対策を支援
する観点から、固定資産税等の住宅用地特例に係る上述の措置を講ずることが
必要。

【管理が不十分な空家のイメージ】

（※現行の住宅用地特例）

小規模住宅用地
（200㎡以下の部分）

一般住宅用地
（200㎡を超える部分）

固定資産税の
課税標準

1/6に減額 1/3に減額
長期間人が住んでいない空家 窓が割れ、放置されている空家
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サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長（不動産取得税・固定資産税）

高齢者が安心して暮らせる住宅ストックが不足していることから、サービス付き高齢者向け住宅の供給を促進するため、新築の
サービス付き高齢者向け住宅に係る不動産取得税及び固定資産税の特例措置の適用期限を２年間延長する。

不動産取得税

結果の概要

適用期限を２年間延長（平成29年３月31日まで）

家屋：課税標準から1,200万円控除／ 戸

土地：家屋の床面積の２倍に当たる土地面積相当分の価額等

に税率を乗じて得た額を軽減

※新築住宅に係る不動産取得税特例の要件緩和（40㎡→30㎡）

【
現

行
】

【
改
正
案
】

５年間、税額について２／３を減額

※新築住宅に係る固定資産税特例の要件緩和（40㎡→30㎡）

固 定 資 産 税

【
現

行
】

以下の減額率とした上で、適用期限を２年間延長（平成29年３月31日まで）

・税額について２／３を参酌して１／２以上５／６以下の範囲内において市町村

が条例で定める割合を減額（５年間）

【
改
正
案
】

■ 高齢者が安心して暮らせる住宅ストックは諸外国と比較すると不足しており、要介護度の低い高齢者も特養申込者となっている状況。

在宅介護 場となる ビ 付き高齢者向 住宅 整備を き続き支援 く とが必

定 額

施策の背景

全高齢者に対する介護施設・高齢者住宅の割合は諸外国より低い

3.5％ 0.9％ 4.4 %日本（2005）
10.7 %

施設系 住宅系

デンマーク（2006） 2 5% 8 1%

特別養護老人ホーム申込者数（要介護度の低い者も申し込み）

合計
52.4万人要介護１

要介護２

要介護３

67,052
101,874

126 168

要支援等 9,425

■ 在宅介護の場となるサービス付き高齢者向け住宅の整備を引き続き支援していくことが必要。

■ ド

サービス付き高齢者向け住宅の登録基準

10.7 %
11.7 %英国（2001）

米国（2000） 6.2 %

デンマ ク（2006） 2.5%

3.7%

8.1%

8.0%

4.0% 2.2%

資料：厚生労働省調べ（平成26年３月集計）資料：社会保障国民会議サービス保障（医療・介護・福祉）分科会(第8回)

要介護３

要介護４

要介護５

126,168

121,756
97,309

■ サ ビス■ ハード

・床面積は原則２５㎡以上

・構造・設備が一定の基準を満たすこと

・バリアフリー（廊下幅、段差解消、手すり設置） ※有料老人ホームも登録可

■ サービス

・サービスの提供をすること（少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供）

■ 契約内容

・敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと等
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住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置の延長（登録免許税）

住宅取得に係る負担の軽減、良質な住宅ストックの形成・流通の促進を図るため、住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る
特例措置の適用期限を２年間延長する。

本特例措置の適用期限を２年間延長（平成29年３月31日まで）

結果の概要

本特例措置の適用期限を２年間延長（平成29年３月31日まで）

○本特例措置の概要
住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記並びに住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記についての登録免許税の税率を次のとおり軽減
・所有権の保存登記：本則0.4%→特例0.15%
・所有権の移転登記：本則2.0%→特例0.3%

住宅取得者の年収及び貯蓄は低下傾向 高騰する住宅価格 住宅取得に係る負担 軽減 必要性

・抵当権の設定登記：本則0.4%→特例0.1%

施策の背景

499510

住宅取得者の年収及び貯蓄は低下傾向

○住宅の一次取得者層である30歳代の平均年収及
び平均貯蓄は低下傾向。

高騰する住宅価格 住宅取得に係る負担の軽減の必要性

【30歳代の平均年収推移】

○住宅（マンション）価格は上昇傾向。

○また、建築工事費に係る物価指数である「建築費
指数」についても上昇傾向。

○国民一人一人が、それぞれの価値観、ライフスタイ
ルやライフステージに応じ、（略）無理のない負担で
安心して選択できる住宅市場の実現を目指す（「住
生活基本計画」平成23年３月15日閣議決定）必要。

歳

（万円）

450

382

424

370

390

410

430

450

470

490

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 3,901 

4,022 

3,896 

4,174 
4,200 
（万円）

【全国のマンション価格推移】

活基本計画」平成 年 月 日閣議決定）必要。

○住宅の取得環境が悪化している中、住宅取得に係
る負担軽減措置を引き続き実施する必要。

【本特例措 効 ジ】

35-39歳

30-34歳

738

701 707
686

651 640
609

624
595

614650

700

750

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

（出典）国税庁「民間給与実態統計調査」

【30歳代の平均貯蓄額推移】（万円）
3,582 

3,648 

3,540 
3,539 

3,525 
3,539 

3,548 

3,491 
3,560 

3,813  3,802 

,
3,824 

3,600 

3,900  【本特例措置の効果イメージ】
・保存登記：2.5万円軽減（４万円→1.5万円）

・移転登記：25.5万円軽減（30万円→4.5万円）

・抵当権設定登記：６万円軽減（８万円→２万円）
609

595
569

500

550

600

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
（出典）総務省「家計調査年報（貯蓄・負債編）」

3,300 
H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

（出典）不動産経済研究所「全国マンション市場動向」

（※）2,500万円（固定資産税評価額1,500万円、新築建物価格認
定基準表額：1,000万円）の住宅を取得（借入額2,000万円）
した場合を想定
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地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税店の拡大（商店街等）

免税手続の第三者への委託を可能とし、商店街・物産センター等において、免税手続の一括カウンターの

設置を実現（平成27年4月1日より制度開始）。

併せて、一括カウンターでは、店舗を超えて購入金額の合算を認める（ただし、一般物品と消耗品は区別）。

施策の背景施策の背景

2014年10月1日より全品目が消費税免税の対象となり、地方の名産品にも
対象が拡大。外国人旅行者がより一層買い物を楽しむことができるよう、地方
の商店街等における免税店の拡大と外国人旅行者の利便性向上が必要。

要望結果の概要要望結果の概要

【免税店数の増加】

（単位：店）

２０１２年 ２０１４年
４月１日

【現状】
免税店が 部の店舗のみに留ま ており 商店街全体に広が ていない

商店街における一括カウンターの設置イメージ

２０１3年 ２０１４年
10月１日

・外国人旅行者が免税
店でお得に便利に買物
を楽しむことで、消費額
の増加が期待される。

４月１日

その他

道県

30.1%

(2,818店）

《三大都市圏とその他道県における免税店数の割合》

三大都市圏
（東京、神奈川、千葉、埼玉、

愛知、大阪、京都、兵庫）

69.9%
（6,543店）

【地域の商店街】

札幌狸小路商店街
（北海道札幌市）

川越一番街商店街
（埼玉県川越市）

免税店が一部の店舗のみに留まっており、商店街全体に広がっていない。

Ｅ店 Ｆ店 Ｇ店

Ｂ店
A

免税店
Ｃ

免税店
Ｄ店

Ｈ店

一括
ｶｳﾝﾀｰ

Ｂ
免税店

A
免税店

Ｃ
免税店

Ｄ
免税店

Ｈ
免税店

Ｅ
免税店

Ｆ
免税店

Ｇ
免税店

【新制度】

①一括カウンターの設置が可能となり、より多くの店舗が免税店
許可を取得し、商店街が一体となって外国人旅行者を誘致。

②外国人旅行者は、一括カウンターにおいて購入金額を合算
できるため免税で買い物がしやすくなり、免税手続もまとめて
一度にできる。

10月１日
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地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税店の拡大（クルーズ埠頭）

施策の背景施策の背景

●大型クルーズ船１回の寄港では２千人から３千人の訪日外国人旅行

者が来訪し、寄港地では消耗品を含む物品が大量に購入される。

●平成２６年１０月１日より免税対象物品に食品類、飲料類等の消耗品が

追加されたことと相まって、クルーズ埠頭（クルーズ船の接岸岸壁や旅

客船ターミナル等）で物品を免税で販売できれば、訪日外国人による地

元物産品等の大量購入に繋がることが期待される。

●一方、クルーズ埠頭に臨時出店する仮設店舗について、免税店の

許可申請手続きが出店者に負担となっている。

我が国への外航クルーズ船の寄港実績(2013年)

寄港港数 約５０港
寄港回数 ４５８回

クルーズ船は全国各地に寄港している

凡 例

50回以上～ 100回未満

30回以上～ 50回未満
10回以上～ 30回未満
5回以上～ 10回未満

5回未満

許可申請手続きが出店者に負担となっている。

岸壁や旅客船ターミナルにおける地元物産販売の例
アジア※のクルーズ人口の予測

0

200

400

2012 2020

（万人）

年 年

８年で
約３倍

130万人

380万人

出典：港湾管理者の聞き取りを基に国土交通省港湾局作成

※インド、ベトナム、タイ、フィリピン、韓国、日本、
マレーシア、インドネシア、シンガポール、台湾、香港、中国

出典：アジアクルーズ協会
「アジア・クルーズ産業白書２０１４年版」

127

211

109
70

138
163

0

50

100

150

200

250

全体 中国 台湾 韓国 香港 米国

（千円）

出典：観光庁「訪日外国人消費動向調査」より港湾局作成

主要国・地域からの訪日外国人の1人当たりの
旅行支出額（観光・レジャー目的）（2013年）

注）パッケージツアー参加費に
含まれる国内収入分が含まれる

外航クルーズ船の寄港時に埠頭に臨時出店する仮設店舗の免税許可

申請を簡素化する。

要望の結果要望の結果
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新幹線の新線建設により取得した鉄道施設に係る特例措置の拡充（固定資産税）
青函トンネルの鉄道施設に係る特例措置の拡充（固定資産税）

○ 北海道新幹線の新青森・新函館北斗間については、平成２７年度末の完成・開業に向け
て、現在、着実に整備を進めており、国家的な重要性と投資・維持等の負担に鑑み、新幹
線の新線建設に係る固定資産税の特例措置の対象に同路線を追加することが必要。

○ 北海道新幹線は、青函トンネルを在来線と共用して走行するものであり、本州・北海道
間の交流を確保し地域の振興を目指すという観点から、北海道新幹線に係る鉄道施設
（青函トンネル部分）についても青函トンネル特例を適用することが必要。

背景

①新幹線の新線建設により取得した鉄道施設に係る特例措置の拡充

◆特例措置の対象

税制改正要望の結果

新函館北斗

新八雲
（仮称）

長万部

倶知安

新小樽
（仮称）

札幌新青森・新函館北斗間（149km）
平成２７年度末完成予定

北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の

開業のために敷設された鉄道施設

◆特例措置の内容

固定資産税：課税標準５年間１／６、その後５年間１／３に軽減

※三島特例（１／２）との連乗により課税標準５年間１／１２、その後５年間１／６に軽減

②青函トンネルの鉄道施設に係る特例措置の拡充

◆特例措置の対象

北海道新幹線（青函トンネル）、津軽海峡線（青函トンネル）及び本四備讃線（本州四国

連絡橋）に係る鉄道施設

◆特例措置の内容

固定資産税：課税標準１／６に軽減

※三島特例（１／２）との連乗により課税標準１／１２に軽減

奥津軽いまべつ

木古内

青函トンネル
約５４km

共用区間（８２ｋｍ）

新青森

北海道新幹線に
青函特例を適用
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税制改正要望の結果

背景

○ 鉄道の最大の使命である安全輸送の確保のためには、線路設備や信号保安設備などの安全に関する設備整備を継続的に実施す
る必要がある。

○ しかしながら、近年の地域鉄道を取り巻く経営環境は極めて厳しく、設備整備後に増大する固定資産税等の費用負担を鉄道事業者
の自助努力のみで賄うことが困難になっている状況下、安全輸送の確保のためには、地域公共交通確保維持改善事業費補助金等の
予算措置と併せて、本特例措置が必要不可欠。

施策の目標

安全な輸送サービスを安定的に提供できる体制を確保できるよう、地域鉄道事業者の安全性の向上を図る。

鉄道の安全性向上設備に係る特例措置の延長(固定資産税)

◆特例措置の対象 地域公共交通確保維持改善事業費補助金等の交付を受けて取得する鉄道の安全性向上に資する償却資産
◆特例措置の内容 固定資産税：課税標準５年間１／３に軽減

適用期限：平成２９年３月３１日まで２年間延長

予算措置（特例の対象）

【補助率】１／３

≪補助対象設備≫
・線路設備、電路設備、車両設備等の安全性
向上に資する設備

■地域公共交通確保維持改善事業費補助金
（鉄道軌道安全輸送設備等整備事業）

※財政状況の厳しい地方公共団体が支援する費用相当分

平成２５年度から鉄道事業再構築事業を実施する
事業者に対する補助率を１／２に拡充※

線路設備
（軌道改良（ＰＣまくら木化））

車両の更新信号保安設備
（自動列車停止装置（ＡＴＳ））
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＜LRT車両の導入状況＞ H11年度（税制特例創設以前） 20両 H25年度末 203両（軌道車両の30%がLRT化）

低床型路面電車（低床型路面電車（LRTLRT車両）に係る特例措置の延長（固定資産税）車両）に係る特例措置の延長（固定資産税）

背景

○高齢者・障害者が安全かつ容易に利用できるLRT車両（低床型車両）は路面電車のバリアフリー化のため、積極的な
導入が必要。

○しかし、LRT車両は、低床型でない従来型車両と比べ、車両価格が高額であり、導入費用がかさむとともに、導入後の
固定資産税が大幅に増加。その導入促進のためには、導入後の固定資産税負担を軽減する本特例措置が必要不可欠。

公共交通機関のバリアフリー化推進のために、鉄軌道事業者の低床型路面電車の導入を推進する。

施策の目標

◆特例措置の対象 低床型路面電車
◆特例措置の内容 固定資産税：課税標準５年間１／３に軽減 適用期限：平成２９年３月３１日まで２年間延長

税制改正要望の結果
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自動車重量税 自動車取得税

バリアフリー車両に係る特例措置の延長 （自動車重量税・自動車取得税）

高齢者、障害者を含むすべての人々が安心して生活することができるよう、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）
に基づくバリアフリー化の推進や、２０２０年（平成３２年）の東京オリンピック・パラリンピックの円滑な実施を目指し、交通機関等の先進的なバリアフリー
化を実現させるため、目標達成に向けて普及促進を加速させていく必要がある。

施策の背景施策の背景

バリアフリー法に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」による目標 【平成３２年度末目標（平成２５年度末実績）】
□ノンステップバス：約７０％（４３．９％） □リフト付きバス：約２５％（３．９％） □福祉タクシー（ＵＤタクシー含む）：２８，０００台（１３，９７８台）

施策の目標施策の目標

バリアフリー車両は、公共交通事業者にとって、導入費用がかさむ一方、直接的な需要増に結びつかない投資であり、高齢者、障害者等の利便性・安全性

の向上を図るため、バリアフリー車両に係る特例措置について、自動車重量税の特例措置は３年間、自動車取得税の特例措置は２年間延長する。

バリアフリー車両に係る特例措置について、自動車重量税の特例措置は３年間、自動車取得税の特例措置は２年間（※）延長
※消費税率１０％への引き上げ時（平成２９年４月予定）まで

要望の結果要望の結果

自動車重量税 自動車取得税

ノンステップバス 構造・設備基準に適合した車両の初回分を免税 構造・設備基準に適合した車両の取得価額から１，０００万円を控除

リフト付きバス
（乗車定員３０人以上）

構造・設備基準に適合した車両の初回分を免税 構造・設備基準に適合した車両の取得価額から６５０万円を控除

リフト付きバス
（乗車定員３０人未満）

構造・設備基準に適合した車両の初回分を免税 構造・設備基準に適合した車両の取得価額から２００万円を控除

ユニバーサルデザイン
タクシー (UDﾀｸｼｰ)

バリアフリー性能に優れた車両と認定された車両の
初回分を免税

バリアフリー性能に優れた車両と認定された車両の取得価額から
１００万円を控除

【ノンステップバス】 【リフト付きバス：乗車定員３０人以上】 【リフト付きバス：乗車定員３０人未満】 【ユニバーサルデザインタクシー】

乗合バス事業者（路線定期運行に限る） タクシー事業者
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半島、離島及び奄美群島における工業用機械等に係る割増償却制度の延長（所得税・法人税）

半島振興対策実施地域 離島振興対策実施地域及び奄美群島において 事業者が製造業 農林水産物等販売業 旅館業及び

現行制度現行制度

施策の背景施策の背景

島 離島 奄美 各 条 性を抱 全 を 減 高齢 が進

半島振興対策実施地域、離島振興対策実施地域及び奄美群島において、事業者が製造業、農林水産物等販売業、旅館業及び
情報サービス業等の用に供する設備等を取得等した場合、５年間割増償却ができる。

人口減少・高齢化

半島、離島、奄美の各地域は地理的条件不利性を抱え、全国平均を上回る人口減少・高齢化が進展しており、これらの課
題に対応する必要がある。雇用機会を拡大し、定住人口の確保を図るためには、地域外からの事業者誘致を進めるのみなら
ず、地域内の小規模事業者等による投資の促進を通じた内発的発展を実現することが不可欠。

雇用を巡る状況

○全国平均に比べ、人口減少・高齢化が進展。

人口増減率（H17～H22)
全国+0.2%  半島▲5.2% 離島▲9.1% 奄美▲6.1%
高齢者比率（H22）
全国22 8% 半島30 2% 離島35 4% 奄美29 1%

○事業所規模が小さく、零細事業者が多い

○就業者数の減少が著しく、人口が流出
半島の就業者数：245万人（S60）→199万人（H22）
奄美群島の新規高校卒業者の群島内就職率：12 4%（H23）

税制改正要望の結果税制改正要望の結果
適用期限を平成29年3月31日まで2年間延長する。

全国22.8% 半島30.2% 離島35.4% 奄美29.1% 奄美群島の新規高校卒業者の群島内就職率：12.4%（H23）

対象業種 取得価額要件等対象業種 取得価額要件等

事業者の資本金規模 個人又は資本金1,000万円以下 資本金1,000万円超5,000万円以下 資本金5,000万円超1億円以下 資本金1億円超

半島地域 500万円以上の取得等 1 000万円以上の取得等 2 000万円以上の新増設に係る取得等

（１）対象業種、取得価額要件
■製造業・旅館業

対象業種、取得価額要件等対象業種、取得価額要件等

■農林水産物等販売業・情報サービス業等
500万円以上の取得等（資本金5 000万円超は新増設に係る取得等）

半島地域 500万円以上の取得等 1,000万円以上の取得等 2,000万円以上の新増設に係る取得等

離島地域・奄美群島 500万円以上の取得等
1,000万円以上の

新増設に係る取得等
2,000万円以上の

新増設に係る取得等

（２）対象 機械・装置、建物・附属設備、構築物
（３）償却率 機械・装置 ：普通償却限度額の32％、建物・附属設備、構築物 ：普通償却限度額の48％
（４）償却期間 5年

500万円以上の取得等（資本金5,000万円超は新増設に係る取得等）
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都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の延長（法人税・不動産取得税等）

都市再生緊急整備地域において、国土交通大臣の認定を受けた大規模 で優良な民間都市開発プロジェクト

（民間都市再生事業）に係る特例措置を２年間延長する

※

都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の延長（所得税・法人税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税・都市計画税）

（民間都市再生事業）に係る特例措置を２年間延長する。 ※事業区域面積 原則1ha以上

施策の背景施策の背景
東京オリンピック・パラリンピックで世界から注目が集まることを契機に我が国の都市に国際企業等を呼び込むため、また都市再

生が喫緊の課題である中 東京だけでなく日本全体で都市再生を推進するため 引き続き民間都市再生事業に対して都市再生

都市再生緊急整備地域一覧

＜凡例＞都市再生緊急整備地域

税制改正要望の結果税制改正要望の結果

生が喫緊の課題である中、東京だけでなく日本全体で都市再生を推進するため、引き続き民間都市再生事業に対して都市再生
促進税制による支援が必要。

５年間 ３割増償却

建物の保存登記について本則０．４％を０．３５％に引き下げ

課税標準から１／ を控除

都市再生緊急整備地域(都市名) 62地域

特定都市再生緊急整備地域 11地域
(地域名)

＜凡例＞

札幌市(1地域)

札幌都心

静岡市 ( 地域)
那覇市 (1地域)

所得税・法人税

登録免許税

不動産取得税

都市再生緊急整備地域

課税標準から１／５を控除
仙台市 (2地域)

さいたま市 (1地域)

川口市 (1地域)

東京都(7地域)

静岡市 (1地域)

浜松市 (1地域)

京都市ほか計3市 (4地域)

岐阜市 (1地域)

不動産取得税

固定資産税・
都市計画税

（1/10以上3/10以下の範囲内において都道府県の条例で定める場合にはその割合を控除)

５年間 課税標準を市町村の条例で定める割合に軽減
（参酌基準を３／５とし、１／２以上７／10以下の範囲内）

東京都(7地域)
東京都心・臨海

新宿駅周辺

渋谷駅周辺

品川駅・田町駅周辺

千葉市 柏市 (4地域)

神戸市 、尼崎市 (4地域)

岡山市 (1地域)

広島市
福山市
(2地域)

特定都市再生緊急整備地域

所得税・法人税

登録免許税

５年間 ５割増償却

建物の保存登記について本則０ ４％を０ ２％に引き下げ 千葉市、柏市 (4地域)

横浜市、川崎市(7地域)

横浜都心・臨海

川崎殿町・大師河原

高松市 (1地域)

(2地域)

福岡市
北九州市
(4地域)

福岡都心 相模原市ほか計3市(3地域)

登録免許税

不動産取得税

固定資産税・

建物の保存登記について本則０．４％を０．２％に引き下げ

課税標準から１／２を控除

５年間 課税標準を市町村の条例で定める割合に軽減

（2/5以上3/5以下の範囲内において都道府県の条例で定める場合にはその割合を控除)

適用期限 平成27年3月31日 → 平成29年3月31日（2年延長）

名古屋市 (3地域)
名古屋駅周辺・伏見・栄

大阪市、堺市ほか計6市(13地域)

大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺

大阪コスモスクエア駅周辺

高松市 (1地域)福岡都心 相模原市ほか計3市(3地域)固定資産税
都市計画税

税標 定
（参酌基準を１／２とし、２／５以上３／５以下の範囲内）
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都市鉄道利便増進事業により都市鉄道利便増進事業により取得した鉄道取得した鉄道施設等に係る特例措置の施設等に係る特例措置の延長（延長（固定資産税・固定資産税・都市計画税都市計画税））

背景

都市鉄道等利便増進法に基づき、既存ストックを有効活用しつつ

都市鉄道ネットワークの機能を高度化する施設を整備し、所要時間

の短縮や乗換回数の減少等により、都市鉄道等の利便を増進させる。

○ 都市鉄道の利便性を一層高めるには、既存の都市鉄道ネットワークを有機的に活用して、都市鉄道の機能の高度化を図るこ

とが必要。

施策の目標

○ そのためには都市鉄道等利便増進法（H１７．８施行）のスキームを活用し、自社の増収に直接結びつかない事業の実施に消極的に

なりがちな鉄道事業者などの利害を調整して、当該法に基づき計画されている各プロジェクトを円滑に進めていく必要があり、国等に

よる助成に加え、本特例措置による支援が必要不可欠。

（現在、整備が進められている事業）

・相鉄・ＪＲ直通線（西谷～横浜羽沢間）

二俣川⇒新宿間（所要時間５９分⇒４４分：１５分短縮）等

神奈川東部方面線（相鉄～ＪＲ・東急直通線）

【相鉄・ＪＲルート】 【相鉄・東急ルート】

整備区間 西谷駅～横浜羽沢
駅付近（約２．７km）

横浜羽沢駅付近～
日吉駅（約１０．０km）

概算事業費 約２，７３９億円

開業予定 平成３０年度 平成３１年度

◆特例措置の対象

都市鉄道等利便増進法に基づく都市鉄道利便増進事業（速達性向
上事業、駅施設利用円滑化事業）により取得した鉄道施設等

◆特例措置の内容

・トンネル 固定資産税：非課税

・鉄道施設等 固定資産税・都市計画税：課税標準 ５年間２／３に軽減

適用期限：平成２９年３月３１日まで２年間延長

税制改正要望の結果

二俣川⇒新宿間（所要時間５９分⇒４４分：１５分短縮）等

・相鉄・東急直通線 （横浜羽沢～日吉間）

二俣川⇒目黒間（所要時間５４分⇒３８分：１６分短縮）等

（今後、事業化に向けた調査・検討が進められる主な事業）

・都心直結線（押上駅付近～新東京駅～泉岳寺駅付近）

・地下鉄８号線の延伸（豊洲～住吉間）

・新空港線（蒲蒲線）（東急/JR蒲田駅～京急空港線）

東急線で、
渋谷・目黒方面に直通

年度

需要見込 １日７．６万人 １日２６．１万人

ＪＲ線で、
品川・新宿方面に直通
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国際戦略港湾等の港湾運営会社が取得した荷さばき施設等に係る課税標準の特例措置の延長（固定資産税・都市計画税）
資源・エネルギー等の海上輸送ネットワークの拠点となる埠頭の荷さばき施設等に係る課税標準の特例措置の延長（固定資産税・都市計画税）

▼基幹航路の我が国港湾への寄港の維持・拡大を図るためには、国に

よる大水深岸壁の整備だけでなく、効率的な港湾運営などを進めるこ

とが必要であることから、国際戦略港湾等において、民の視点での港

湾の一体運営を行う港湾運営会社制度を創設。

▼港湾運営会社による効率的な港湾運営を進めるにあたっては、港湾

運営会社が、港湾管理者に代わって高能率の荷さばき施設等を整備

して荷さばきスピードを向上させる等、港湾コストの低減を図る必要が

あることから、本税制特例措置が不可欠。

世界的なコンテナ船の大型化や国際基幹航路の再編に対応するため、戦略的かつ効率的な港湾運営を実現することにより、我が国に寄港する国際基幹航路
の維持・拡大を図る。また、新興国の経済成長に伴う資源等の需要の急増等に対応するため、大型船に対応した港湾機能の確保や企業間連携の促進により、
安定的かつ効率的な資源・エネルギー等の海上輸送網の形成を図る。これらを通じて、我が国の産業競争力の強化、国民の雇用と所得の維持・創出を目指す。

要望要望の結果の結果

施策の背景施策の背景 施策の背景施策の背景

▼大型船を活用した一括大量輸送のメリットを国全体で享受するためには、

ばら積み貨物（バルク貨物）の輸入拠点となる港湾（特定貨物輸入拠点

港湾）を指定し、重点的に大型船に対応した港湾機能を確保するととも

に、複数の荷主が連携し、海上運送の共同化を進めることにより、複数

港寄りや二次輸送等による効率的な海上輸送網を形成することが必要。

▼特定貨物輸入拠点港湾において、大量の貨物の迅速かつ円滑な積卸

し、荷さばき等が求められ、高能率な荷さばき施設等の整備を促進する

必要があることから、本税制特例措置が不可欠。

要望要望の結果の結果

国際戦略港湾及び一定の要件を満たす国際拠点港湾の（特例）港
湾運営会社が取得した一定の荷さばき施設等に係る固定資産税・都市
計画税の課税標準の特例措置について、適用期限を２年間延長する。

対象埠頭：国際戦略港湾等における一定の要件を満たすコンテナ埠頭

対象施設：国の無利子貸付又は補助を受けて取得した荷さばき施設等

年 限：取得後10年

特 例：①国際戦略港湾（京浜、阪神） → 課税標準 1/2

②一定の要件を満たす国際拠点港湾（苫小牧、仙台湾、新潟、清水、

名古屋、四日市、広島、関門、博多） → 課税標準 2/3

特例期間：平成27～28年度

ガントリー
クレーン

上屋等

コンテナ船

受変電施設
：対象施設

要望要望の結果の結果 要望要望の結果の結果

企業間連携の促進に資する埠頭運営を行う者が取得した一定の荷さば
き施設等に係る固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置につい
て、適用期限を２年間延長する。

対象埠頭：特定貨物輸入拠点港湾における一定の要件を満たす埠頭

対象施設：国の補助を受けて取得した荷さばき施設等

年 限：取得後10年

特 例：課税標準 2/3

特例期間：平成27～28年度

アンローダー

ベルトコンベア

岸壁

アンローダー

泊地、航路
バルク船

：対象施設
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▼特償船舶の建造造船所（国内所在地）

船舶に係る特別償却制度の延長（所得税・法人税）
国際船舶に係る固定資産税の特例措置の延長（固定資産税）

船舶に係る特別償却制度の延長

要望要望の結果の結果

○適用期限：２年間延長
（外航）環境低負荷船（日本籍船）：18/100

環境低負荷船（外国籍船）：16/100
（内航）環境低負荷船：16/100

（うち環境負荷低減が著しい船舶：18/100）

▼地域経済への波及効果

地方
船主・船社

地方銀行
造船所

舶用工業

建造資金の
融資

新造船の
発注

鉄鋼

電力

卸売
小売り

発注（特償船舶）

2,662億円/年
（59隻）

船舶の約９割は国内各地の
造船所で建造

造船業、海運業、舶用工業、金融等に
よる海事クラスターの形成

船舶建造に必要な
キャッシュフロー を

生み出す

船舶特償の主たる利用

省エネ性能の高い船舶建造の促進

・ 建設資材等の内航輸送は、地域経済
や東北の復興に大きく貢献

・ 日本商船隊の国際競争力強化

経済と国民生活を支える物流基盤

○対象船舶の一部見直し

国際船舶に係る固定資産税の特例措置の延長

・経済安全保障の観点から重要な日本籍船は増加に転じてい
るが、いまだ159隻にとどまる。

・日本籍船の大半は、安定的な国際海上輸送の確保上重要な
「国際船舶（※）」と位置付けられており、その保有を
促進していくことが必要。

・諸外国の多くは固定資産税が非課税。

主要海運国では、固定資産税は非課税

電力
ガス

物流

波及効果
8,000億円

×3.0

（※）日本籍船であって、海上輸送の確保上重要な船舶。
例えば、2,000 総トン以上の船舶であって、自動操舵
装置など高度な設備を有する船舶など。

※主要海運国で課税されているのは、日本と米国の一部の州。

適用期限：３年間延長
国際船舶の課税標準：1/18

（その他の外航船舶：1/6（期限なし））

要望の結果要望の結果

イギリス 非課税 ノルウェー 非課税 

フランス 非課税 台湾 非課税

ドイツ 非課税 シンガポール 非課税 

デンマーク 非課税 中国（香港） 非課税 

・ 船舶特償の主たる利用
者は地方船主

・ 船舶建造費 は数億～
数十億と巨額

・ 船舶建造の頭金 （船価
の１～２割）に充当

地方の経済・雇用を支える

・ 船主、船社、造船所、金融等による
地方経済の循環・波及（海事ｸﾗｽﾀｰ）

・ 船舶の ９割は日本各地の造船所 で
建造

→ 経済と国民生活を支える物流基盤

→ 地方創生に寄与

2
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我が国の立地競争力強化及び災害時の物流機能維持に資する物流効率化施設に係る税制特例の延長
（所得税・法人税・固定資産税・都市計画税）

○ 我が国産業の国際競争力の強化（コスト削減）
○ 物資の流通に伴う環境負荷低減（CO2削減）
○ 災害に強い倉庫の構築 （平成２５年度に付加）

〔物流総合効率化法の政策のイメージ〕

⇒物流総合効率化法により認定された
倉庫等に対する税制特例措置

経済のグローバル化の下での我が国の産業立地競争力強化
トラック運転手の不足、燃料費高騰
災害時の物流機能の維持

物流を取り巻く課題

施策の背景施策の背景

倉庫等の割増償却(所得税、法人税) ５年間 10％
倉庫等に係る課税標準の特例(固定資産税、都市計画税)
５年間 1/2(倉庫) 3/4(附属設備)

規模要件： 普通倉庫 1,500㎡→3,000㎡以上、冷蔵倉庫 3,000m3→6,000m3等
立地要件： 高速道路ＩＣから５㎞以内、特定臨港地区（28港）、臨港地区（120港）
設備要件： 物流効率化に資する設備（流通加工機能、垂直型連続運搬装置等）

災害対策に資する設備（非常用電源・通信設備、荷崩れ防止装置等）

非常用電源設備垂直型連続運搬装置

規模要件を引き上げた上で、
適用期間を平成29年3月31日まで

2年間延長

要望の結果要望の結果

⇒税制特例の対象を大型施設に重点化した上で期間を延長し、
物流の更なる効率化を推進していく

（Ｐ）
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公社管理有料道路における
公共施設等運営権方式に係る特例措置の創設（登録免許税・固定資産税等）

地方道路公社 有料道路事業における セ シ 方式 活用に地方道路公社の有料道路事業におけるコンセッション方式の活用について、

・公共施設等運営権の設定登録に係る登録免許税の軽減措置を創設するとともに、

・固定資産税等については「公共の用に供する道路」として引き続き非課税とする。

○ PPP/PFI については、「PPP/PFI の抜本改革に向けたアクションプラン」（H25.6.6 PFI推進会議決定）に基づき積極的に推
進。

施策の背景施策の背景

○ 「PPP/PFI の抜本改革に向けたアクションプランに係る集中強化期間の取組方針について」（H26.6.16 PFI推進会議決定）に
おいて、コンセッション方式の事業について、向こう３年間（H26～H28年度）を集中強化期間とし、道路を含む重点分野に関し、
事業規模目標を前倒しするなど、政府一体となって取り組むこととされている。

○有料道路におけるコンセッション方式の活用については 現行制度では実現できないが 愛知県からの構造改革特区提案を受○有料道路におけるコンセッション方式の活用については、現行制度では実現できないが、愛知県からの構造改革特区提案を受
け、新たに構造改革特区制度において、民間事業者による公社管理道路の運営を可能とするために必要な特例を設けることが
決定されており、『「日本再興戦略」改訂2014』（H26.6.24閣議決定）において、早期に法制上の措置を講ずることとされたところ
（H26.10.31「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」を閣議決定）である。

要望要望の結果の結果

集中強化期間において、地方道路公社の有料道路事業におけるコンセッション案件の具体化を図るため、コンセッションを適切
な条件で実施し、必要コストの低減化により民間事業者の参入促進が図られる税制措置を講じる。

登録免許税

・地方道路公社の有料道路事業に係る公共施設等運営権の設定登録に対する登録免許税の税率を、２年間に限り1,000分の
0.5（本則1,000分の1）に軽減する。 ［適用期間：平成27～28年度］

登録免許税

・地方道路公社の管理する有料道路については、「公共の用に供する道路」に該当することから、固定資産税等は非課税とされ
ており、コンセッション方式を活用する場合においても、引き続き非課税とする。

固定資産税等
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大深度地下法第16条に基づく地下使用の認可を受けた事業に係る区分地上権等設定対価について、所得区分の判定方法を見直し、
譲渡所得の対象範囲を拡大することにより 大深度地下を使用する公益性のある公共事業を円滑かつ迅速に推進

大深度地下法の認可事業に係る区分地上権等設定対価の所得区分の判定方法の見直し（所得税等）

譲渡所得の対象範囲を拡大することにより、大深度地下を使用する公益性のある公共事業を円滑かつ迅速に推進
（区分地上権等設定対価：区分地上権又は賃借権の設定対価）

施策の背景施策の背景

三大都市圏環状道路、リニア中央新幹線など、大深度地下を使用する事業を推進するためには、地表から大深度へ到達する区間

《 区分地上権設定のイメージ 》

三大都市圏環状道路、リニア中央新幹線など、大深度地下を使用する事業を推進するためには、地表から大深度へ到達する区間
（スロープ状のトンネル区間）の区分地上権を迅速かつ円滑に設定することが不可欠

世田谷区周辺
【 縦断図 】

【参考】 現行の区分地上権等の設定に係る譲渡所得課税制度

①土地価額の１／４超の場合（所得税法施行令第79条）

区分地上権補償額（a）＝43万円/㎡×120㎡×土地利用制限率（Aさん：約26％、Bさん：約24％）

①土地価額の１／４超の場合
→ 譲渡所得：5,000万円控除

②土地価額の１／４以下の場合
→不動産所得となり、総合課税
（控除制度なし）

（所得税法施行令第79条）
地下若しくは空間について上下の範囲を
定めた借地権若しくは地役権の設定であ
る場合には土地価額の１／４を超える場
合に「譲渡所得」になる旨規定

要望の結果要望の結果
区分地上権等設定対価について、通常は土地価額の１／４を基準として譲渡所得となるかどうかを判定するが、大深度地下法第１６条
に基づく地下使用の認可を受 けた事業に係る区分地上権等設定対価については、土地価額の１／４に代えて、使用収益の制限される
垂直方向の範囲に応じて設定する割合（注）とする垂直方向の範囲に応じて設定する割合（注）とする。

（注）垂直方向の範囲に応じて設定する割合～地下３０ｍ以深に区分地上権等設定する場合には、1/4 × 10/40 ＝1/16 ← これを上回れば譲渡所得と扱われる。

（これにより、大深度地下法の認可事業に係る区分地上権等設定対価については、譲渡所得とされ5000万円特別控除が適用される範
囲が拡大する。）
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長期保有（１０年超）の土地等を譲渡し、新たに事業用資産（買換資産）を取得した場合において、譲渡した事業用資産の譲渡益についての課税の繰延
べ措置を２年３ヶ月間（平成２９年３月３１日まで）延長する。

特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例措置の延長（法人税等）特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例措置の延長（法人税等）

施策の背景施策の背景

・企業の所有する長期保有土地等の譲渡益を活用した産業の構造改革、確実な国内設備
投資を喚起し、土地取引の活性化による土地の有効利用及び地域活性化を促進するた
めに必要不可欠。

・海外に製造業等が流出することを防ぎ、我が国の地域における雇用を維持するための手

・ 長期保有土地等に係る事業用資産の買換特例の適用件数及び適用総額
は、不動産業（適用件数32％、適用総額22％）、製造業（27％、52％）、卸売
業（11％、4％）、運輸通信公益事業（9％、12％）、建設業（6％、2％）等と、多
岐にわたる事業において、買換特例が活用されている。

【③業種別の適用実績（件数ベース・適用総額ベース）】

１億円超

＜事業用資産の買換え特例の適用状況＞

段としても不可欠。
・特例は、都市部や大企業のみならず、地方や中小企業においても重要。

【①資本規模別の適用実績（法人数ベース）】

農林水産業
0%

鉱業
0%

建設業
2%

運輸通信

公益事業
12%

サービス業
2%

その他
0%

平成24年度実績（件数ベース） 平成24年度実績（適用総額ベース）

岐にわたる事業において、買換特例が活用されている。

農林水産業

2件 0% 鉱業 4件 1%
建設業

47件 6%

製造業

運輸通信

公益事業

71件 9%

サービス業

24 件 3%

その他 7件 1%

【②地域別に見た適用実績（件数ベース）】

特例適用法人の2/3が中小企業。
中小企業の設備投資等の促進による生産性向上に寄与１億円以下

66％

１億円超
34％

出典： 「平成25年度 租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書（第186回国会報告）」より作成

① 真の国内の設備投資を強く牽引

製造業
52%

料理飲食

旅館業
1%

金融保険
3%

不動産業
22%

12%
製造業

221件
27%

卸売業

93件
11%

小売業料理飲食金融保険

不動産業

265件
32%

71件 9%

13%30%
三大都市圏外

における資産取得

出典：国土交通省・経済産業省アンケートにより把握した平成24年度、25年度の適用実績を元に作成

① 真の国内の設備投資を強く牽引、
都市開発等民間投資を下支え

② アベノミクスの効果が地方へと波
及する段階での役割大

卸売業
4%

小売業
2%

1%

平成24年度実績

適用件数 ８１８件

適用総額（損金算入額の値） ２，７９０億円

上位１０社の適用総額合計 １ ０８９億円（38 9％）

小売業

41件 5%

料理飲食

旅館業

9 件 1%

金融保険

35件 4%
13%

38%19%

30%

三大都市圏外→三大都市圏外 三大都市圏内→三大都市圏外

三大都市圏外→三大都市圏内 三大都市圏内→三大都市圏内

譲渡

要望要望の結果の結果

①一部見直し
※１ 圧縮率の見直し内容

・東京２３区←地方（※３）：７０％

出典：国土交通省 経済産業省アンケ トにより把握した平成24年度、25年度の適用実績を元に作成

資産デフレからの脱却を確実なものとし、
デフレからの着実な回復と経済再生の実現を図る。

上位１０社の適用総額合計 １，０８９億円（38.9％）
財務省「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書（第186回国会提出）」より作成
※平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に終了した事業年度又は連結事業年度において適用を受けた
法人税関係特別措置について、全数調査（単体法人：954,505法人、連結法人：586法人）。

譲渡資産 買換資産
譲渡価格 取得価格

取得
・機械・装置を除外
・根幹は堅持しつつ、圧縮率を
一部見直し（※１）

②２年３ヶ月間（平成２９年３月３１
日まで）の延長

東京２３区 地方（※３）：７０％
・首都圏近郊整備地帯等（※４）←地方：７５％
・上記以外は全て現行通り存置（８０％）

⇒影響額は約１％
※３ 東京２３区及び首都圏近郊整備地帯等を除いた地域
※４ 東京２３区を除く首都圏既成市街地、首都圏近郊整備

地帯、近畿圏既成都市区域、名古屋市の一部
※２ 資材置場等は除く

国内にある300㎡以上の土地（※２）・建物等

１０年超の
土地、建物等

課 税

譲渡益

取得費

80%

20%

課税繰延 圧縮

簿価

鉄道貨物輸送の大部分を担っているＪＲ貨物の所有する老朽化機関車の取
替を進めることにより、モーダルシフトの促進を図る。

貨物用機関車購入

土地の売却益をもって貨物用機関車を購入

業務の効率化等により
生み出された土地

売却益

買換

鉄道関係（貨物用機関車の買換特例）鉄道関係（貨物用機関車の買換特例）
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土地に係る固定資産税の負担調整措置等の延長（固定資産税・都市計画税）

土地に係る固定資産税等について、現行の負担調整措置を維持した上で、市町村等の判断により、一定の税負担の引き下げを
可能とする措置（条例減額制度）を３年間（平成３０年３月３１日まで）延長する可能とする措置（条例減額制度）を３年間（平成３０年３月３１日まで）延長する。

施策の背景施策の背景

・ 固定資産税については、平成６年度評価替えの際に７割評価が導入された結果、増税が目的ではないという趣旨で導入されたにもかか
わらず、現在の実効税率は平成２年度の３倍以上に上昇している。

・ 現行の負担調整措置が始まった平成９年度から土地の評価額が４割強下がったにもかかわらず、税額は２割弱しか下がっていない。
その結果、固定資産税の実効税率は大きく上昇しており、納税者の負担感は重くなっている。

（兆円）固定資産税の実効税率の推移（実効税率＝ 税額／資産額） 商業地の固定資産税評価額と固定資産税額の推移（兆円）

0.4%
0.5%
0.6%
0.7%

商業地等

住宅地

365

2072.36 3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

250 
300 
350 
400 

（兆円）固定資産税の実効税率の推移（実効税率＝ 税額／資産額） 商業地の固定資産税評価額と固定資産税額の推移

評価額（分母に相当）は４割強下落

（兆円）

0.0%
0.1%
0.2%
0.3%

昭和50 54 58 62 3 7 11 15 19 23

2.36 
1.95 

0 0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

0
50 

100 
150 
200 

固定資産税評価額【商業地】（左軸）

固定資産税額【商業地】（右軸） 税額（分子）はほぼ横ばい
（年）

・税額は、総務省「固定資産の価格等の概要調書」の課税標準額×税率（1.4％）
・資産額は、平成９年度以降は総務省「固定資産の価格等の概要調書」の決定価格÷０．７とし、平成８年度以前は、
内閣府「国民経済計算ストック編」の民有宅地資産額に補正率*を乗じて算出

* 平成９年度以降の「決定価格÷０．７」の値と民有宅地資産額の乖離率の平均値

0.00 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24平成

総務省「固定資産の価格等の概要調書」より作成

（年）

固定資産税の上昇は、不動産保有コストを上昇させ、投資マインドを冷やすため、条例減額制度等の負担軽減を通じて、

要望の結果要望の結果

資産デフレからの脱却を確実なものとし、デフレからの早期脱却と経済再生の実現を図る。

現行の土地に係る固定資産税の負担調整措置等を３年間（平成３０年３月３１日まで）延長する
商業地等の固定資産税等について、現行の据置特例を維持した上で、課税標準額を評価額の60～
70％の範囲で条例で定める値とした場合の税額を上限として、当該税額の超過部分を減額すること
を可能とする措置等

商業地等に係る原則税額

評価額×条例で定める率※×税率（標準1.4％）
※60～70％

減額

現行の土地に係る固定資産税の負担調整措置等を３年間（平成３０年３月３１日まで）延長する。
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土地等に係る流通税の特例措置の延長（登録免許税・不動産取得税）

土地等の流動化・有効利用の促進等を図るため、以下の特例措置を延長する。流動 効 、 措 長す
①土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置（特例１．５％、本則２％）
②宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例措置（１／２控除）
③土地等の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置（特例３％、本則４％）

（万件）

地価は、バブル崩壊以降ほぼ一貫して長期的な下落傾向。

施策の背景施策の背景

土地取引件数は、依然として低水準。

地価公示結果の推移（指数H.10＝100） 土地取引件数の推移

170 172 170 164 160 161 160130
140
150
160
170
180

62.9 

59 760
70 
80 
90 

100 住宅地（三大都市圏）
住宅地（地方圏）
商業地（三大都市圏）
商業地（地方圏）

164 160 161 160 158 155
144 

129 
118 115 114 

120 
128 

100
110
120
130

平成10 12 14 16 18 20 22 24 （年）

資料 国土交通省「地価公示」 資料 法務省「登記統計」三大都市圏 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 京都府 大阪府 兵庫県 愛知県 三重県 地方圏 左記以外の地域

58.0 
59.7 

40.5 

30 
40 
50 
60 

平成10 12 14 16 18 20 22 24 26

要望の結果要望の結果

資料：国土交通省「地価公示」 資料：法務省「登記統計」

土地等の取得時の負担を軽減し、土地の流動化・有効利用等の促進を図ることにより、
資産デフレからの脱却を確実なものとし、デフレからの早期脱却と経済再生の実現を図る。

三大都市圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県、愛知県、三重県 地方圏：左記以外の地域

要望の結果要望の結果

①土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の税率につい
て、右記の特例措置の適用期限を２年間（平成２９年３月３１

日まで）延長する。

対象 特例 本則

① 所有権移転登記 １．５％ ２％

信託登記 ０．３％ ０．４％

宅地評価土地の取得に対して課する

２年間延長

②③土地等の取得に係る不動産取得税の課税標準及び税率
の特例措置の適用期限を３年間（平成３０年３月３１日まで）

延長する。

②
宅地評価土地の取得に対して課する
不動産取得税の課税標準の特例

１／２ ―

③
不動産取得税
の税率の特例

土地（住宅・非住宅） ３％ ４％

建物（住宅） ３％ ４％

３年間延長
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Ｊリート、特例事業者等が取得する不動産に係る特例措置の延長・拡充
（登録免許税・不動産取得税）

Ｊリート等が不動産を取得する場合及び特例事業者が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合における不動産流
通税の特例措置を２年延長する。また、現在適用除外とされている物流施設及びその敷地についても適用の対象とする。

○ 地域経済 活性化や国際競争力 強化 向けた都市基盤

施策の背景施策の背景 政策の目的政策の目的

不動産の証券化を推進し民間資金の導入を行い、次に掲げる
事項を促進する。

①地域経済の活性化や国際競争力の強化にも資する優良な
都市ストックの形成

○ 地域経済の活性化や国際競争力の強化に向けた都市基盤

整備・まちづくりの積極的な推進が必要であるが、国の財政状
況は厳しく、民間の資金・アイディアの活用が必要。

○また、耐震改修・建替、介護施設の整備、地方の物件や小 都市ストックの形成

②建築物の耐震化や老朽不動産の再生、民間施設の整備
など、都市機能の向上

③有力な買い手として機能するなど、透明性の高い適正価格

○また、耐震改修 建替、介護施設の整備、地方の物件や小
規模物件の再生などは、大規模改修の制限や、手続に手間・
コストのかかる従来の証券化スキームでは対応が困難な場合
があり、特例事業者(※)による不動産証券化対応が必要。

○ 更に インターネット通販事業の拡大などに伴う 消費者に ③ 機
での取引を推進することによる、資産デフレ脱却

④物流施設を通じ、雇用を創出することによる地域経済の活
性化

○ 更に、インターネット通販事業の拡大などに伴う、消費者に

近い場所から多頻度の小口配送を行うニーズの高まりなどを
受け、物流施設を地方都市でも展開する需要が高まっている。

＜Ｊリ ト等の仕組み＞

※ 不動産特定共同事業法第40条の２第２項の規定による届出をした者

不動産を取得する際の不動産流通税の特例措置を２年延長(平成２７年
４月１日から２９年３月３１日まで)するとともに、現在適用除外とされて
いる物流施設及びその敷地についても適用対象とする。

要望の結果要望の結果

Ｊリート等

金融機関

出資

取得

利子

融資

＜Ｊリート等の仕組み＞

敷

○登録免許税：
Jリート・TMK 移転登記…本則税率 20/1000→13/1000
特例事業者 移転登記… 20/1000→13/1000

保存登記… 4/1000→ 3/1000

投資家

配当

出資

資産運用委託資産運用

賃料等

オフィス 賃貸住宅

保存登記 4/1000→ 3/1000
○不動産取得税：
Ｊリート・ＴＭＫ …課税標準 3/5 を控除
特例事業者 … 1/2 を控除

資産運用会社等
（プロの適切な管理）

商業施設
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投資法人（Ｊリート）における「税会不一致」問題の解消（法人税等）

税会不一致が生じた場合施策の背景施策の背景

投資法人（Jリート）について税務上と会計上の差異（税会不一致の問題）を解消する。

例えば、定期借地権の償却等の費用の計上については、会
計上は費用となるものが、税務上損金算入できないなど、その
処理に差異（税会不一致）がある 原価等

会計

原価等

税務
総
費
用

税会不 致が生じた場合施策の背景施策の背景

処理に差異（税会不一致）がある。

その場合、当該差異が税務上の所得とされ、分配ができなく
なることによって、投資法人に求められる９０％超を配当しなけ
ればならないという要件（導管性要件）を満たせなくなる恐れが

原価等

例：定期借地権
の償却費

（会計上は費用）

原価等用

収
税会不一致

（税務上は所得）

あるため、当該所得の分配を可能とする新たな措置が必要。
（会計上は費用）

会計上の利益

入
（税務上は所得）

※ 導管性とは、利益配当について、投資法人段階で課税されず、投
資家段階のみ課税対象となる仕組み 具体的には 会計上の税引前

税務上の所得

資家段階のみ課税対象となる仕組み。具体的には、会計上の税引前
当期純利益の９０％超を配当する等の要件がある。

一時差異等調整引当額（仮称）

税会不一致の例：定期借地権の償却費、
減損損失 等

税会不 致の解消を図るため 税務上損金算入が可能な範囲を拡大し

要望の結果要望の結果

税会不一致の解消を図るため、税務上損金算入が可能な範囲を拡大し、

一時差異等調整引当額（仮称）を設ける。

3
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車体課税の見直し （自動車取得税・軽自動車税・自動車重量税等）

車体課税については、自動車取得税・自動車重量税のエコカー減税の見直し・延長、軽自動車税のグリーン化特例（軽課）の導入等を行う。

自動車取得税自動車取得税 軽自動車税軽自動車税

対象車 内容

○平成27年4月以降
＜エコカー減税の見直し＞（H27.4～H29.3）

○平成27年4月以降
＜グリーン化特例(軽課)の導入＞
（H27.4～H28.3）

対象車 内容

対象車 内容

電気自動車 等

非課税
H27年度

NOx･PM
低減

【重量車の例】

対象車 内容

電気自動車 等

非課税
H27年度

NOx･PM
低減

【乗用車等の例】

【乗用車の例】

地
方
税

対象車 内容

電気自動車 等
非課税

H27年度燃費基準+20%達成

H27年度燃費基準+10%達成 ▲80%

対象車 内容

電気自動車 等
非課税

H32年度燃費基準+20%達成

H32年度燃費基準+10%達成 ▲80%

対象車（※1） 内容（※2）

電気自動車
天然ガス自動車（※3）

概ね▲75%

H32年度燃費基準

H27年度
燃費基準
+15%達成

10％低減

▲80%

H27年度
燃費基準
+10%達成

NOx･PM

10％低減

H27年度
燃費基準
+10%達成

10％低減

▲80%

H27年度
燃費基準
+5%達成

NOx･PM
10％低減

【乗用車の例】

H21年
排ガス規制

H21年
排ガス規制

H21年
排ガス規制

H21年税
H27年度燃費基準達成 ▲60%

○消費税率10％引上げ時

＜自動車取得税の廃止＞

＜環境性能割の導入＞

H32年度燃費基準達成 ▲60%

H27年度燃費基準+10%達成 ▲40%

H27年度燃費基準+5%達成 ▲20%

H32年度燃費基準
+20%達成（※4）

概ね▲50%

H32年度燃費基準
達成（※4）

概ね▲25%

+10%達成

▲60%

H27年度
燃費基準
+5%達成

NOx･PM
10％低減

▲40%

年度
NOx･PM

+5%達成

▲60%

H27年度
燃費基準
達成

NOx･PM
10％低減

―

※1 新規取得した軽四輪等（三輪以上の
軽自動車）に限る

H21年
排ガス規制

排ガス規制
年

排ガス規制

H21年
排ガス規制

自動車重量税自動車重量税

＜環境性能割の導入＞

＜本則税率適用車見直し＞

H27年度
燃費基準
達成

NOx PM
10％低減

－

軽自動車）に限る。
※2 平成28年度分を軽減
※3 平成21年排ガス規制NOx10%低減
※4 平成17年排ガス規制NOx等75％低減

・自動車取得税のグリーン化機能を維持･強化するもの
・省エネ法に基づく燃費基準値の達成度に応じて、税率が0～3％の間で変動する仕組み
・H28年度以後の税制改正において具体的な結論を得る

対象車 内容

【重量車の例】

対象車 内容

H21年
排ガス規制

国

対象車
初回
車検

○平成27年5月以降
＜エコカー減税の見直し＞（H27.5～H29.4） 【乗用車等の例】

対象車
初回
車検

（H27.5～H29.4）

対象車

エコカー減税対象車

対象車 内容

電気自動車 等

免税
H27年度
燃費基準
+15%達成

NOx･PM
10％低減

対象車 内容

電気自動車 等

免税
H27年度
燃費基準
+10%達成

NOx･PM
10％低減

▲

※ ※

H21年
排ガス規制

H21年
排ガス規制

国

税

電気自動車 等
免税

H27年度燃費基準+20%達成

H27年度燃費基準+10%達成 ▲75％

H27年度燃費基準達成 ▲50％

電気自動車 等
免税

H32年度燃費基準+20%達成

H32年度燃費基準+10%達成 ▲75％

H32年度燃費基準達成 ▲50％

対象車

・エコカ 減税対象車

※ ※

▲75%
H27年度
燃費基準
+10%達成

NOx･PM

10％低減

▲50%
H27年度
燃費基準

NOx･PM
10％低減

▲75%
H27年度
燃費基準
+5%達成

NOx･PM
10％低減

▲50%
H27年度
燃費基準

NOx･PM
10％低減

H21年
排ガス規制

H21年
排ガス規制

H27年度燃費基準達成 ▲50％ H32年度燃費基準達成 ▲50％

H27年度燃費基準+5％達成 ▲25％

・エコカー減税対象車

・H27年度燃費基準達成車
（新車に限る）※

※初回車検免税の場合は、 2回目も免税

燃費基準
+5%達成

▲25％
H27年度
燃費基準
達成

NOx･PM
10％低減

－

燃費基準
達成 ―H21年

排ガス規制
H21年

排ガス規制

H21年
排ガス規制 ※平成17年排ガス規制NOx等75％低減
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先進安全自動車（ＡＳＶ）に係る特例措置の延長・拡充 （自動車重量税・自動車取得税）

先進安全自動車（ＡＳＶ）技術を備えるトラック・バスに係る特例措置について、対象要件の拡充等を行った上で、自動車重量税の特例措置は
3年間、自動車取得税の特例措置は2年間延長する。

施策の背景施策の背景

前方の障害物との衝突を予測して警報し、衝突被害を軽減するために制動を制御

死亡事故 負傷事故

全事故件数 4,863件 894,281件

事故低減効果 350件（7 2％） 51 241件（5 7％）

事故削減効果

車両の横滑りの状況に応じて、制動力や駆動力を制御し、横滑りや転覆を防止

事故削減効果

○ 交通事故死者数4,373人、負傷者数約78万人（平成25年）など、交通事故情勢は依然として厳しい状況。特に、関越道におけるバス事故（平成24年4月）、北陸道
におけるバス事故（平成26年3月）に見られるとおり、バス、トラック等の大型車両は、事故発生時の被害が大きくなるおそれ。

○ 先進技術を用いてドライバーの安全運転を支援する「ＡＳＶ装置」は、高い事故削減効果が期待される一方、価格が高額で購入者の負担大。

○ バス・トラックに対するＡＳＶ装置の基準化・義務化を進めるとともに、義務化までの間、税制上の特例を講じることにより、装置の早期普及を促進。

車両安定性制御装置衝突被害軽減ブレーキ

100

150

200

250

死亡事故件数(実績値)

装置普及後の事故件数(推計)44％減

24％減

36％減

要望要望の結果の結果

対象車両 車両総重量 ＡＳＶ装置

トラック
8トン超22トン以下
3.5トン超8トン以下 （拡充） 衝突被害軽減

ブレーキ

車両安定性
制御装置
（拡充）バス

5トン超12トン以下
5トン以下 （拡充）

自動車重量税（国税） 自動車取得税（地方税）

1装置装着 50％軽減（初回のみ） 取得価額から350万円控除

両装置装着 75％軽減（初回のみ） 取得価額から525万円控除

特例の内容 特例の対象

衝突被害軽減ブレーキを備えるトラック・バスに係る特例措置について、対象要件の拡充等（対象装置に車両安定性制御装置を、対象車両に車両総重量3.5トン超
8トン以下のトラック及び5トン以下のバスを追加すること等）を行った上で、自動車重量税の特例措置は3年間、自動車取得税の特例措置は2年間（※）延長

※消費税10％への引き上げ時（平成29年4月予定）まで

事故低減効果 350件（7.2％） 51,241件（5.7％）

※1 平成22年事故件数より試算
※2 事故件数は全車種区分の総計
※3 減速制御によって車両速度が20㎞/h減少とすると仮定し、

減少後の速度帯における事故発生比率から低減件数を算出

車両安定性
制御装置付

※車両総重量20トン超22トン以下のトラックについて、1装置装着の特例期間は平成28年10月31日まで
平成28年11月1日以降は両装置装着に限り、自動車重量税：50％軽減（初回のみ）、自動車取得税：取得価額から350万円控除

※車両総重量5トン以下のバスに係る特例措置の対象装置は、衝突被害軽減ブレーキに限る

0

50

100

車両単独事故 正面衝突事故 計
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緊急物資等の輸送確保に向けた港湾における民有護岸等の耐震改修促進のための
課税標準の特例措置の創設（固定資産税）

民間事業者が所有する護岸等の耐震改修を促進し、大規模地震発生時の航路機能を確保するため、民間事業者が国の無利
子貸付制度を活用し、特別特定技術基準対象施設（護岸等）を耐震改修する場合における地方税の特例措置を創設する。

施策の背景施策の背景

○ このため、平成２６年度税制改正により、特定技術基準対象施
設の耐震改修に対する法人税の特例措置が創設された。
また、平成２６年４月に港湾法が改正され、耐震強化岸壁等に

至る民有護岸等（特別特定技術基準対象施設）の改良に対する
無利子貸付制度が創設された

○ 東日本大震災では、航路沿いの民有護岸等が損壊し、航路内に土砂が流出する等、船舶の航行にも支障を及ぼした。

○ 首都直下型地震等が発生した場合、耐震強化岸壁等に至る航路沿いの民有護岸が損壊し、土砂等の流出により長期間に
わたり緊急物資等の輸送が困難となる等、港湾機能が麻痺する恐れがある。

要望の結果要望の結果

無利子貸付制度が創設された。

○ 一方、南海トラフ沿いの地域におけるＭ８～９クラスの地震、
南関東におけるＭ７地震の発生確率はともに３０年以内に７０％
とされる※など、更なる対策を講じる必要性が高まっている。

○ 国の無利子貸付制度を活用し、特別特定技術基準対象施設を耐震改修する民間事業者に対する地方税の特例措置を創設。

・特例措置の内容 ： 取得後５年間、固定資産税の課税標準 ２／３
・特例期間 ： 平成２７年度～平成２９年度
・対象施設 ： 無利子貸付制度の適用を受けた特別特定技術基準対象施設（護岸、岸壁及び物揚場）

航路沿いの民有護岸等の耐震改修を促進し、
災害時の航路機能を確保

※平成２６年４月文部科学省地震調査研究推進本部公表
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○阪神淡路大震災では駅や高架橋などが大きく破壊し倒壊する被害が発生したため、同大震

災以降、柱に鋼板を巻く等の耐震補強を、全国の主要ターミナル駅等において優先的に進

めてきたところ。

○一方、首都直下地震・南海トラフ地震については、その切迫性や被害の影響度などの観点

から、防災・減災対策の強化が喫緊の課題となっており、平成25年4月に両地震に備えるた

め、耐震補強の実施について努力義務を課す省令を新たに施行し、耐震補強を推進してい

るところ。

首都直下地震・南海トラフ地震に備えた耐震対策により
取得した鉄道施設に係る特例措置の延長 （固定資産税）

背景

首都直下地震・南海トラフ地震に備え より多くの利用者の安全の確保の観点に加え 一時

施策の目標

高架橋等が大きく破壊し倒壊する被害が発生

東日本大震災発生後の高架橋の被害

阪神・淡路大震災時の高架橋の被害

◆特例措置の対象

首都直下地震・南海トラフ地震で震度６強以上が想定される地域等における利用者の多い
駅や路線

◆特例措置の内容 固定資産税：課税標準５年間 ２／３ に軽減

適用期限：平成２９年３月３１日まで２年間延長

税制改正要望の結果

首都直下地震・南海トラフ地震に備え、より多くの利用者の安全の確保の観点に加え、 時
避難場所や緊急輸送道路の確保等の公共的な機能も考慮し、利用者の多い駅や路線を中心
に鉄道施設のより一層の耐震補強を推進する。

主要な鉄道駅の耐震補強（イメージ図）

鋼板を巻く耐震補強により倒壊の被害なし

対象

駅 1日あたり乗降客１万人以上

路線(高架橋、橋りょう等) 1日平均断面輸送量が片道1万人以上 （注）

（注）緊急輸送道路等に影響を及ぼす箇所は断面輸送量に関わらず対象

鉄骨ブレース
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浸水防止用設備に係る特例措置の拡充（固定資産税）

施策の背景施策の背景

○ 近年、集中豪雨等の多発により浸水被害が発生していることから、

計画規模を上回る災害に対しても被害を最小化することが必要。

○ 地下街等は、浸水スピードが速く閉鎖的であることから、人命に対

するリスクが大きい また 浸水が発生した場合 都市 経済活動 福岡市営地下鉄 地 鉄 京都市営地 鉄するリスクが大きい。また、浸水が発生した場合、都市・経済活動

が機能不全に陥るため、避難確保や浸水防止を図ることが必要。

要望理由

福岡市営地下鉄
博多駅
（平成15年７月）

ＮＹ地下鉄
８６ストリート駅
（平成24年10月）

京都市営地下鉄
（平成25年9月）

【浸水想定区域の拡大（水防法改正予定）】

○浸水想定区域の設定基準について、現在の洪水防御に関する計画の基本となる降雨（計画降雨）から想定される

最大規模の降雨とする。

税制改正要望の結果税制改正要望の結果

○ 特例措置の対象：現行制度 浸水想定区域内の地下街等の所有者又は管理者が、水防法に規定する浸水防止計画
※

に基づき浸水の防止に資するために取得する浸水防止用設備（止水板、防水扉等）

拡充内容 拡大される浸水想定区域を適用区域とする。

○ 特例措置の内容：最初の５年間価格に３分の２を参酌して２分の１以上６分の５以下の範囲内において市町村の条例

で定める割合を乗じて得た額を課税標準とする措置を平成26年４月１日から３年間に限り講ずるで定める割合を乗じて得た額を課税標準とする措置を平成26年４月１日から３年間に限り講ずる。
※「避難確保・浸水防止計画」 として、避難確保に関する事項も記載

防水扉 排水ポンプ止水板 換気口浸水防止機
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軽油引取税の課税免除の特例措置の延長

３．鉄軌道事業者等の鉄軌道用車両等の動力源
○施策の背景

輸送量が少なく採算の確保が困難な非電化地方鉄道路線を運行し
ている鉄道事業者及び厳しい経営状況下にある貨物鉄道事業者の
経営の安定化とともに、貨物鉄道サービスの維持及び鉄道貨物輸送
の利用促進を通じて、モーダルシフトの推進を図るためには、本特例
措置の延長が必要。
○政策の目標
非電化地方鉄道ネットワークの

維持とともに、貨物鉄道サービス

船舶、鉄軌道用車両、建設機械、荷役機械等の動力源に使用される軽油に係る軽油引取税の課税免除
（下記１ ～９（３年間（平成３０年３月３１日まで）延長） ）

税制改正要望の結果

２．港湾整備等に従事する作業船の動力源

○施策の背景

港湾整備等には、浚渫船など各種作業船が不可欠である。中で
も主に軽油を利用する中小型作業船は、この１０年弱の間に全国
の保有隻数は３分の２まで減少している。このままでは地方部にお
いて作業船の確保が困難になり、国
や地方の行う港湾等の整備や維持管
理が困難となる恐れがあることから、
本特例措置の延長が必要。

１．船舶運航事業者等の船舶の動力源
○施策の背景

船舶運航事業者は中小零細事業者が多く、厳しい経営環境にあ
る中で、営業費用の３割近くを占める燃料費の負担増は経営に直
接的な影響を与え、特に離島住民の移動手段の確保や生活物資
の安定供給等、地域交通網の維持に重大な影響を及ぼすため、
本特例措置の延長が必要。また､内航貨物船、外航日本船舶､官
用船、訓練船､自家用船舶等についても本特例措置の延長が必要。

○政策の目標
離島航路等の小型旅客船などの地域交

の維持及び鉄道貨物輸送の利用
促進を通じて、モーダルシフトを推
進する。

○政策の目標
港湾等の円滑な整備・維持管理の

推進を通じた地域経済の発展。

６．倉庫業及び鉄道利用運送事業のフォークリ
フト等の動力源
○施策の背景

倉庫業者の約９割及び鉄道利用運送事業者の約８割が中小企
業で占められており、当該事業は収益性の低い事業であることか
ら経営基盤が極めて脆弱であり、本特例措置を延長して適用する
ことが必要。
○政策の目標
物流コストの低減を図ることにより

円滑な物流が確保され、もって国民
生活及び産業経済活動の安定化を
図り、さらに、鉄道利用運送について
は 円滑な鉄道貨物輸送の確保を

４．建設機械の動力源
○施策の背景

これまで続いた建設投資の急激な減少や受注競争の激化によ
り、地域社会を支えている建設企業が疲弊。住宅・社会資本の整
備・維持管理とその品質確保や、災害対応等
を通じた地域の維持のためにも、本特例措置
の延長が必要。

○政策の目標
構築物の基礎部分の工事を担うとび・土工

工事業者の負担を軽減し、住宅・社会資本の
整備・維持管理とその品質確保や、災害対応
等を通じた地域の維持を図る。また、建設機

５．港湾運送に使用される自動車登録を受けて
いない機械及び船舶の動力源

○施策の背景

物流分野におけるモーダルシフトの推進及び我が国港湾の国際
競争力の強化は、日本経済にとって喫緊の課題。そのためには、
港湾における荷役作業の効率化を図るための高能率の荷役機械
及びはしけ・いかだ運送用船舶の
導入・維持が不可欠であることか
ら、本特例措置の延長が必要。

○政策の目標
モーダルシフトの推進及び我が国

離島航路等の小型旅客船などの地域交
通網の維持、安全かつ安定的な国内海上

輸送の確保 国際競争力・経済安全保障
の確立､船員の確保･育成､船舶交通の安
全確保、海洋に関するﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの普及。

８．スキー場のゲレンデ整備車等の動力源
○施策の背景

スキー場の振興はリフトを運行する索道事業の経営環境の改善
のみならず、スキー場を抱える地域の経済にも重要な役割を果た
しているが、スキー場の運営者のほとんどが経営の厳しい索道事
業者であり、スキー場を抱える地域の観光振興及び地域経済の活
性化を図るためには、本特例措置の延長が必要。

○政策の目標
スキー場を運営する索道事業者

の経営環境の改善を図るとともに、
スキー場を抱える地域の観光振興
及び地域経済の活性化を図る。

７．空港内において使用される特殊車両の動力源
○施策の背景

現在、緩やかな景気回復基調にあるものの、航空運送事業にお
いては円安による燃料費高騰等によるコスト増要因が存在する状
況であり、本免除措置が廃止された場合、航空機支援業務に関し
て更なるコストの増加が発生し、結果として、航空路線の更なる廃
止・減便につながるおそれがあることから、航空ネットワークの維
持又は拡充のためには、本特例措置の延長が必要。

○政策の目標
低廉かつ安定した航空サービス

の提供を図ることにより、国民の足
を支える航空路線の維持を図る。

は、円滑な鉄道貨物輸送の確保を
もってモーダルシフトの推進を図る。

機
械の適正燃料である軽油の使用を促進し、
大気環境の保全を図る。

モーダルシフトの推進及び我が国
港湾の国際競争力の強化。

９．海上保安庁の船舶の動力源
○施策の背景

海上保安庁は、国の根幹的・恒久的な業務を遂行しており、尖閣
諸島等の遠方海域における巡視警戒の強化、東日本大震災を踏
まえた災害対応能力の強化等、広域的な海上保安業務の重要性
が増加している。軽油は所属船艇の８割を超える３４４隻の燃料に
使用されており、本特例措置の延長が海上保安業務遂行に必要
不可欠。

○政策の目標
海上における治安の確保や人命救助

等、国が確実に行うべき根幹的な業務
である海上保安業務を適切かつ確実に
実施。

3
6



低炭素化等に資する旅客用新規鉄道車両に係る特例措置の延長(固定資産税)

更なるCO2排出削減及
び節電対策・省エネ対
策のためには低炭素化
等に資する車両の導入
促進が必要不可欠

今般の電力不足に伴う節電
対策についても社会的に求
められているところ、鉄道事
業全体の使用電力の大部分
を運転用電力が占めている。

税制改正要望の結果

◆特例措置の対象：低炭素化等に資する旅客用新規鉄道車両

背景

施策の目標

低炭素化や鉄道利用者の利便性の向上に資する旅客用新規鉄道車両の導入を促進する。
低炭素型車両の導入割合 ６５％（平成２５年度） → ７１％（平成２８年度）

特急用車両等を除く車両のうち、

適用要件

本特例により京都議定書目標達成
計画(平成17年4月閣議決定、平成20年3

月全部改訂)及び当面の地球温暖化
対策に関する方針(平成25年3月地球温

暖化対策推進本部決定)に沿って、これ
まで順調に低炭素型車両の導入に
ついて推進されているところ。 ｇ－ＣＯ２／人キロ（２０１２年度）

１６８

１０４

６０

２２

自家用乗用車

航空

バス

鉄道

鉄道は
CO2排出
量は自家
用乗用車
の1/8

輸送量当たりの二酸化炭素排出量（旅客）

◆特例措置の内容：固定資産税：課税標準５年間２／３※に軽減
（※中小民鉄等は５年間３／５に軽減）

適用期限：平成２９年３月３１日まで２年間延長

モーター モーター

架線

VVVFｲﾝﾊﾞｰﾀ制御装置

電力回生ブレーキ

架線

電力回生ブレーキ ブレーキ中の車両が発生した電力を架線に戻し、力行中の車両がその発生した電力を利用する方式

モーターモーター VVVFｲﾝﾊﾞｰﾀ制御装置

更新

架線

モーターモーター 抵抗器

抵抗器を使ってモーターを制御しているため、
無駄な熱エネルギーが発生

ＣＯ２排出量
約３０～５０％改善

新 規 車 両
既存車両

【ﾌﾞﾚｰｷ中の電車】

VVVFインバータ制御（一次周波数制御方式） 抵抗器を使わずに モーターの回転数を効率良く制御する機構

【力行中の電車】

適用車両(例)

１．電 車…VVVFインバータ制御と電力回生ブレーキの双方を備えた車両への更新
２．気動車…高効率内燃機関を備えた車両への更新
３．更新以外の車両…新たな営業路線の開業又は列車の編成を構成する車両の増加に伴うもので、

上記の要件を備えたもの

3
7



38 
 

Ⅳ．主要項目以外の項目 

１． 国土交通省主管 

○地方分権一括法等による権限の移譲に伴う所要の措置（所得税、法人税、個人住民税、法

人住民税、事業税） 

○特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法による貸

家住宅に係る軽減措置の延長 

○特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の 1,500 万円の特別控

除の延長（所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税） 

○関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設に係る特別償

却制度の延長 

○民間都市開発推進機構の行う業務を収益事業の範囲から除外する特例措置の拡充（法人

税、法人住民税、事業税、事業所税） 

○都市再生安全確保計画に記載された備蓄倉庫に係る課税の特例措置の延長（固定資産税、

都市計画税） 

○市街地再開発事業等におけるグループ法人税制の適用に係る所要の措置（法人税、法人住

民税、事業税） 

○市街地再開発事業により建築された施設建築物の取得者に対する割増償却制度の廃止 

○市街地再開発事業の施行に伴う一定の新築の施設建築物に係る特例措置の延長（固定資産税） 

○管理協定が締結された避難施設に係る課税標準の特例措置の延長（固定資産税） 

○特定都市河川浸水被害対策法に規定する雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例措置の

延長（固定資産税） 

○雨水貯留利用施設に係る割増償却制度の延長 

○除害施設に係る課税標準の特例措置の延長（固定資産税） 

○防災街区整備事業の施行に伴う一定の新築の施設建築物に係る特例措置の延長（固定資産税） 

○独立行政法人の組織の見直しに伴う税制上の所要の措置（海上技術安全研究所、港湾空港

技術研究所、電子航法研究所） 

○独立行政法人の組織の見直しに伴う税制上の所要の措置（自動車検査独立行政法人、交通

安全環境研究所） 

○独立行政法人の組織の見直しに伴う税制上の所要の措置（航海訓練所、海技教育機構） 

２． 他省庁主管 

○試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充 

○中小企業者等の試験研究費に係る特例措置の拡充 

○振興山村における工業用機械等の特別償却 

○過疎地域における事業用設備等に係る特別償却の延長 

○中小企業等の貸倒引当金の特例の延長 

○低公害車の燃料等供給設備に係る固定資産税の特例措置の延長 

○技術研究組合の所得計算の特例 




